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令和元年11月市議会建設水道委員会資料

第 198号議案 公の施設の指定管理者の指定について

(長崎市築町二輪車等駐車場)
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1 施設の概要

a)位置図
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③

④

名

⑤

所在地!長崎市築町3番18号(メルカつきまち屋上)

称:長崎市築町二輪車等駐車場

⑥

構

⑦

供用開始日

造.コンクリート舗装

設置目的

⑧

平成1 0年9月1 9日

本市中心部である浜町・築町地区における二輪車等の放置及び路上

駐輪を防止することにより、道路交通の円滑化を図り、もって良好

な生活環境を確保する。

建設事業費.約92百万円

⑨ 主な施設内容

31,736

入出庫時間:午前7時~午後11時を基本として16時間以上(承認の基準)

供用日:1月1日~ 1 2月3 1日(年中無休)

利用料金(基準)

延べ面積:505.6r6

駐車台数:二輪車172台

二輪車専用エレベーター:1基

24時間以内の場合

゛

24時間を超える場合

定期駐車券

回数駐車券(11枚綴り)

区

⑬

ア

分

利用者数等の推移

駐車台数

最初の1時間まで

1時間を超えるとき

通常利用

車種

短時間利用

定期券

入出庫1回ごとの料金

回数券

平成27年度

合計

14,136

24時間につき.200円

平成28年度

2,3訟

100円

月額3,1 40円

フ,596

200円

12,016

13,424

2,000円

36,086

平成29年度

2,354

5,231

13,901

11,368

34,910

2

(単位:,台)

平成30年度

2,346

8,フ76

12,910

8,804

35,400

2,069

10,151

10,712

⑩
⑪
⑫



イ 指定管理委託料

金

ウ駐車料金収入

額

平成刀年度

種別

通常利用

定期券利用

5,刀5

回数券利用

平成28.年度

平成刀年度

^言十※

※千円単位のため各車種端数調整後の合計と異なる場合あり

2 指定管理者候補者の概要

a)名 称長崎つきまち株式会社

②所在地長崎市築町3番18号

③代表者代表取締役井村淳一

④設立年月日平成8年4月3日

⑤主な事業

・駐車場事業

・テナント管理運営業

・ビル賃貸業

,レストラン等の飲食業

・食料品等の販売業など

5,805

3,061

平成29年度

平成28年度

1,214

2,152

5,996

(単位:千円)

6,427

2,920

平成30年度

平成29年度

1,007

2,504

5,813

6,431

2,508

(単位:千円)

平成30年度

1,5船

2,226

6,302

1,962

3

1,6馴

指定の期問

令和 2年4月1日から令和7年3月31日まで(5年間)

1,860

5,473

3



4 指定管理者候補者の選定方法及び選定理由

n)選定の経過

ア選定の方法:非公募(利用料金制適用)

イ提案の概要

(ア)事業計画書概要

資料1「事業計画書概要」(6ページ~8ページ)のとおり

(イ)管理運営体制

・職員3名(主任1名、総務・経理2名)を配置

(2~3名日の口ーテーション勤務)

・警備員1名

・清掃員1名

経営/統括

代表取締役

●■■■■■■■■■■■■■亜■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■坐■■■■■■■■■■屬陣■,

.

■ 営業施設管理

主任

(ウ)提案金額(指定管理委託料)

、■..■'■■■■■■●■■■澗■骨■闇■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■●■■■■■■抽■

総務

職員

年問運営経費

利用料金収入

(単位

令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度

組織図

指定管理委託料 4,665

経理

職員

※職員以外

備員

・清掃員

6,406

5,473

:膚
'.

6,406

1.

933

:.

5,473

6,406

933

5,473

6,406

933

5,473

6,406

千円)

合計

9鈴

5,473

32,030

933

27,365



(エ)目標利用台数

通常利用

定期券利用

回数券利用

令和2年度

(単位:台)

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度合計

10,873 10,873 10,873

10,151 10,151 10,151

10,712 10,712 10.712

10' 873

2)選定の概要

ア選定の理由

以下のような理由で、本施設は、施設の構造上また運営の効率性からも分割して

管理することが非効率的な施設であるため、非公募とし、引き続き「長崎っきまち

株式会社」を指定管理者として指定したい。

1 築町二輪車等駐車場は、メルカつきまち本体及び立体駐車場と構造上一体と

なっており、メルカつきまちビルの所有者である長崎つきまち株式会社は、こ

れら施設を一体的、総合的に管理を行うことで、築町二輪車等駐車場の運営費

の縮減を行うなど、効率的な運営がなされる

2 長崎つきまち株式会社は、メルカつきまち内に事務所を有しており、危機管理

の対応や、一体的な建物全体の安全管理の面からも効率的である。

3 これまでの実績により、利用者の要望や意見などに対し、迅速な対応を行うな

ど、適正な施設の管理に努めており、アンケート調査においても利用者の評価

が高い

合計

10,151

10.712

31,736

^

31,736

駐車場出入口

メルカつまち

体

31,736

10,873

10,151

10,712

31,736

54,365

50,755

53,560

31,736 158,680



1 団体の理念について

(1)団体の経営方針等

主な項目

②施設の現状に対する考

え方及び将来の展望

・地域社会への貢献

・公共、公益性を伴う複合型商業施設としての利便性の供与

・第三セクター企業性の認識及びコンプライアンスの順守

事業計画概要

・本施設は、メルカつきまちの屋上に位置し、駐輪場利用の際は二

輪車専用エレベーターを使用することとなるが、エレベーター

1階出入口横に常駐する管理人と駐輪場内の監視カメラによる

防犯対策を実施している。今後も、高い防犯対策が整った施設

として他の駐輪場との差別化を図り、二輪車を大切に保管した

い方などの新規利用者の利用促進を図る。

・施設利用客に対する快適性の維持・継続

・回数券利用率アップの推進

・定期券利用者数の保持(販売数上限枠の利用者の保持)

2 管理運営を行うに当た

つての経営方針について

内容

参考(1)

3 安全・安心面からの管理

運営の具体策などの特徴

的な取組みについて

・地域における路上駐輪をなくし、市民の利便性、安全性の向上を

図る。

・適切な維持管理を実施し、利用者が安心して利用できる環境を

創出する。

・関係法令等及ぴ長崎市条例の規定に従い、個人情報の適正な取

り扱いに努める。

・これまで蓄積してきたノウハウを活かし、人員配置、作業手順等

における効率的な運営を行う。

・営業時間内(7時~23時)は警備員による定期巡回(1時間に 1

回)の実施及ぴ遠隔カメラ装置での監視、営業時間外は警備会

社への当館全体の業務委託により警備保安対策を図る。

・災害等の緊急事態が発生した場合は、迅速・的確な処置を講じ、

第一に利用者の安全を確保し、施設・.設、備の損害の拡大防止及

び二次的災害の発生防止に努める。

・防災計画書に則り、職員に指導徹底を行う。

・警備室と事務所の連絡を密にし、緊急時には即時対応できる体

制を整える。

・関係者の緊急連絡表を整備。

・警備日報作成報告を実施。

・警察・消防等所轄関係機関との連携を図る。

4 個人情報の保護の措置

について

5 施設の運営について

①年間の事業計画の概要

・関係法令等及ぴ長崎市条例の規定に従い、個人情報の適正な取

り扱いを実施する。

・関係法令を順守し、地域・社会への貢献に努める。
、

・駐輪機器点検、昇降機点検、清掃等の定期的な実施を行う。

・収納事務等は、適正な事務処理を行う。

・書類の適正な帰庁、管理を行う。
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(2)サービス向上のための

方策について

(3)利用促進のための方策

について

・施設利用者の適切な誘導を行う。

・定期的にアンケート調査を実施し、利用者の意見'要望等の内容

分析を行い、業務の改善に努め適正なサービスを提供する。

・職員、監視員、警備員、清掃スタッフを交え、毎月1回会議を開

催し、日常の問題点の抽出・対応について協議を実施すること

による、協調体制を確立する。

・高い防犯対策の整った施設として他の駐輪場との差別化を図り、

二輪車を大切に保管したい方などの新規利用者の利用促進を図

る。

・ホームページでの案内を実施し、利用促進に向けた周知に努め

る。

・二輪車保有台数の減少などによ'り、近年、施設利用者は減少傾向

にあるが、周辺の集客施設への回数券販売を強化するなど売り

上げ増に努める。

・前年度実績を目標とし、新規利用及びりピーターの増加に努め

る。

④利用者等の要望の把握

及び実現策について

6 施設の管理について

(1)職員の配置について

ア利用者サービス及ぴ

利用者の安全性を低下

させないという条件の

下、経費節減ができる効

率的な職員配置につい

て

・定期的にアンケート調査を実施し、利用者の意見・要望等の内容

分析を行い、業務の改善に努め適正なサービスを提供する。

・利用者への公平かつ平等な接遇の実行を基本とし、利用者から

の問い合わせに関しては、親切・丁寧な対応を心がける。

イ施設の運営に必要な

知識及び経験を有する

人材の配置の考え方に

ついて

・営業、

・〒、務・

・警備員

・清掃員・

施設管理(主任)

経理・・・2名

・ 1 名

1名扉■

ウその結果、どのような

職員配置計画価三置人

数等)になるか

盾幽

■ 隣接するメルカつきまちの駐車場と一体となって二輪車等駐車

場の警備を効率的に行い、業務実績を活かした管理運営ができ

る。

売り上げの納入事務等、職員が継続的に事務処理を実施してお

り、今後も蓄積された経験を基に、適切かつ効率的な事務処理

の実施が可能である。

②職員の研修計画につ

いて

■ 1名

・警備員・・1名でメルカつきまち駐車場と二輪車等駐車場の

警備を兼務できる。

・清掃員・・・1名で施設全体の清掃ができる。

・職員、監視員、警備員、清掃員を交え、毎月1回会議を開催し、

日常の問題点の抽出・対応について協議を実施することによ叺

協調体制を確立するとともに、他業種の業務に関する知識も得

ることで、視点の多様性を育成する。

゛
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フ'施設の危機管理につい

て

(1)警備・保安対策につい

て

(2)緊急時の対応について

・営業時間内(7時~23時)は警備員による定期巡回(1時間に 1

回)の実施及ぴ遠隔カメラ装置での監視、営業時間外は警備会

社への当館全体の業務委託により警備保安対策を図る。

・警備室と事務所の連絡を密にし、緊急時には即時対応できる体

制を整える。

・関係者の緊急連絡表を整備。

・警備日報作成報告を実施。

・警察・消防等所轄関係機関との連携を図る。

・災害等の緊急事態が発生した場合は、迅速・的確な処置を講じ、

第一に利用者の安全を確保し、施設・設備の損害の拡大防止及

び二次的災害の発生防止に努める。

・防災計画害に則り、職員に指導徹底を行う。

・警備室と事務所の連絡を密にし、緊急時には即時対応できる体

制を整える。

・関係者の緊急連絡表を整備。

・警備日報作成報告を実施。

・警察・消防等所轄関係機関との連携を図る。

③利用者のトラブルの

未然防止と対処方法に

ついて

8

8 その他

(地域との連携等)

9 その他

(上記以外で特記すべき事

項)

・注意事項、遵守事項を事前に告知、掲示する。

・定期巡回及びモニター監視等による監視体制を強化する。

・過去の事例、他の施設の事例等を確認し、研修時等に確認及び意

見交換を行う。

・警察・消防等所轄関係機関との連携を図る。

・アイドリングストップの呼ぴかけを行う。

・利用車鞆の円滑な誘導に心がけ、出入口付近で混雑しないよう

注意する。

・こまめな節水、節電に努め、必要な物品等は環境負荷の低減を考

慮しているものであるかの確認を行い購入する。



長崎市築町二輪車等駐彰昜(以下「築町二輪車等駐車場」という。)の指定管理者が行う業務の内容及びそ

の範囲等は、このt雌書による。

1 趣旨

本出莱書は、築町二輪車等駐彰易の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的

とtる。

長崎市築町二輪車等駐車場に係る指定管理者の業務仕様書
.、

2 管理に関する基本的な考え方

築町二輪車等駐車場を管理運営するにあたり、欧に掲げる項目に沿って行うこと。

(1)築町二輪車等駐車場が、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するものであるという設置理念に

基づき、管理運営を行うこと。

(2)利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、保安警備に努め、蝕子な施設のネ隹持管理を
゛

行うことを基本とすること。

(3)利用者の意見を管理運営に反映させる二と。

(4)個人情報の保護を徹底すること。

(5)効率的運営を行うこと。

(6)管理運営費の削減に努めること。

3 施設の概要

(1)名称

(2)場所

(3)供用開始

(4)力包設規模

、

長崎市築町二輪車等駐起昜

長崎市築町3番18号(メルカつきまち屋上)

平成10年9月19日

二輪車等駐車場

構造コンクリー陪甫装

1正床面積 505.6d

収容台数 172台

二輪車専用昇降機

基数 1基

4 供用期問及び供用時間

(1)供用期間 1月1日から 12月31日まで

(2)供用時間午前0時から午後12時まで(24舒占)

な粘、入出園寺間は、午前7時から午後11時までの時間帯を含む1日16時間以上を基

準として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て決定する。ただし、必要と認めら

れる場合は、承認、した入出庫時間を変更することがある。

5 指定期間等

令手R2年4月1日,〕令'和7年3月31日(5年間)

・ 9 ・
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6 法令等の遵守

築町二輪車等駐彰昜の管理にあたっては、本t識書のほか、洩に掲げる法令に基づかなければならない。

(1)ナ也方自治法、1也方自治法施行令ほ力哘政関連法規

(2)個人情報保護に関する法律

(3)建築基準法、消防法

(4)労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令

(5)駐車場法、長崎市二輪車等駐彰易条1チ1、長崎市二輪車等駐車場条仔ι施行規則

(6)長崎市個人情報保護条例

(フ)長崎市屋外広告物条例

(8)その他の関係法令等

指定期間中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。

7 職員の配置等について

1哉員の配置は、利用者へのサービス及ひ禾1朔者の安全性を低下させないという剣牛の下、適切な管理運営

業務を実施するため、必要な有資格者及U経験者等を確保し、適正な職員配置とすること。

(1)設備等剣呆守管理及ひ力缶設の割甫・清掃等、各種業務に浦ける責イ壬体制都寉立するため、責任者を配

置すること。

(2)職員の勤務升ラ態は、労働基準法を遵守し、駐彰易の運営に支障がないように定めること。

(3)耽唄が制服を着用する場合、制服は、あらかじめ長崎市の承認を得ること。

(4)職員に対して、力桓設の運営管理に必要な教育・研彦を実施すること。

8 指定管理者が行う業務の範囲

(1)施設の供用に関する業務

①築町二輪車等駐彰昜の利用に関する業務

ア入出庫取扱時間の設定(市長の承認が必到

イ駐車券、定期券の発行及び回獅主車券の販売

ウ駐車(泊車)車両の摺屋

工長期駐車車両の把握及び適切な対処

オ次に掲げる報告書等の長崎市への提出(書式及ひ言己載内容は協定において定めることとする。)

(ア)利用状況報告書

(イ)営業状況報告書
、

(ウ)ごみ減量チェックリスト(日常点検用)

(エ)駐彰昜聟理日報集ヨ俵

(力減郷蝿報告書

(カ)彰哘状況一覧

(キ)人イ牛費内訳

(ク)事務費内訳

(ケ)管理費内訳

(コ)その他内訳

(サ卯衡善費勢哘状況

(シ)光熱水費

(ス)回数券受入及て畊厶出
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(セ)定期券の販ヂ吸び更新

(ソ)清捌乍業報告

(タ)利用者からの苦情とその対応氏況僕務日誌)

(チ)そのイ也必要な詠頁

キ駐車券、定期券及ひ回数駐市券のイ乍製及む牲庫管理

クその他遭要な業務

②築町二輪車等駐車場の安全確保に関する業務

ア場内巡視又は管理事務所におけるモニター等による築町二輪車等駐彰易内の監視及ぴ広慶に応じて

の闘系機関への連絡

イ築町二輪車等駐車場内の車両整理及て吋罫

ウ災害時における利用者の墾談誘導

工消防設備に関する法令に基づいた定期的な点検の,艶

オ長崎市二輪車等駐彰易条例第10条の規定による駐車の拒否又は取消しに係る長崎市への連絡調整

に関すること。

力築町二輪車等駐車場の出入口の施錠及び解錠

キその他必要な業務

③築町二輪車等駐車場の利用*斗金の徴収に関する業務

ア指定管理者は、長崎市二輪車等駐彰易条例第7条儲軒斗金、及び第8条偶主弱斗金の減免)の

規定に定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けて定めた築町二輪車等駐彰易の利用*"金を

徴収するものとする。

イ釣り銭は'要に応じて準備し、利用者の便宜を図ること。

④利用料金の減免に関する業務

⑤力識の利用に伴う備品類の貸出しに関する業務

(2)施設及て搬備のネ隹持管理に関する業務

①オ缶設及U般備の保守点検に関する業務

ア築町二輪車等駐彰易の適正な運営のため、別紙業務詳細に定める保守管理等を行うこと。

②施設の清掃に関する業務

ア車路のゴミ、紙く,讐の除去を行うこと。

イ鳩のふル等による車路の汚れは、水洗い等により除去し、特に油汚れ1ガ商切な方法により除去する

こと。

ウ敷地内の景観の美化に努めること。

工排水溝については定期的に確認、し、必要に応じ清掃を行うこと。

オ管理事務所及ひ痢朔者の出入口は、清潔に保つこと。

③備品類の管理

④その他のネ隹持管理

ア不具合な照明装置1士す'みやかに交換すること。

イ場内巡視又は管理事新折におけるモニター等によ.り、設備の不具合の監視を行うこと。

ウ築町二輪車等駐市場の利用者及ひ車両の出入日等(エレベーターを含む)は、安全な通行を確保す
、

ること。

⑤その他乞要な業務

(3)そのイ也施、設の管理上市長が叱要であると認める業務

①業獅十画書及ひ取支予算書の作成

゛
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②事業報告書の作成

③施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録の報告

④職員砺彦

ア緊急時対策及ひ防犯・防災刻策について、マニュアルを作成し、1韻に指導を行うこと。

イ個人朕R保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。

⑤利乕者等からの割青への対応

ア.指定管理者は、苦情対応及て岡劃墨等、運営管理に必要な1哉員の研彦を定期的に実施するとと。

イ管瑠軍営に関し,dリ用者及びそaX也市民からの要望、苦博等は、指定管理者において迂蛙かつ適切

に対応すること。な粘、角歎困難な場合は、速やかに長崎市へ報告し、キ旨示を受けること。

ウ苦情を受けた場合は、苦情列那墾メオ応台帳を作成し、毎月、長崎市へ報告するとと。

工長崎市になされた要望、苦情等で対応上彪要と認める揚合は、指定管理者に対して報告を求め、現

地を調査し、必要な1旨示を行う。

⑥その他必要な業務

(4)白主事業

指定管理者は、施淵'1」用者の利便性や施設の魅力向上に資する自主的な事業を自らの費用負担により

行うことができるものとする。

提案の内容が、力包設の設置目的に沿う場合は、長崎市の承認を得て自主事業として実施できるものと

するが、施設の設置目的に沿わない場合については、施設の設置目的や用途を妨げない限りにおいて、

別途許可等を受け必要な工缶設イ吏用料等を納付したうえで実娠することとする。

9 業務報告

(1)指定管理者は、管理運営業務の利用状況・剣甸伏,兄等を記載した業務日報を作成し、長崎市が指定す

る期間保管し、求めがあったときは、提出司、ること。

(2)毎月、業務日誌に基づいて業務報告書を作成し、翌".10日までに長崎市に報告すること。

10 経費に関する事項

指定管理者は、長崎市が支払う指定管理に係る委謡斗(以下「委青制」という。)及ひ痢児者が支払う利

用料金収入により管理運営を行うこととする。

(1)委譜斗

「長崎市築町二輪車等駐車場の管理に関する業務の収支予算書」による提案に基づき、支出姉、設

の管理運営にかかる経費)から利用*栓収入を差し引いた額を委ミ鯏・とする。な船、管理運営に入

つた段階で委託料が不足する場合があっても、長崎市は不足分の支出は行わないものとする。

委託料は協定書で定め、会ぎ+年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに四半期に分割して

支払うこととする。

(2)利用料金収入

当;亥広設1誹11用米除制を適用するため、利用者が支払う利用*斗金は指定管理者の収入となる。利用

*斗金の額は、長崎市が条例で定める額(下表)を基準(上F助として指定管理者があらかじめ市長

の承認を得て定めるとととする。

また、利用邪除の減免信躬1券の発行を含む)については、長崎市が条例及び規貝Uで定める基準

に基づぎ、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て行うこととする。
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ア通常の駐劃、斗金の基準

24時間以内の場合

24時間を超える場合

イ定期駐車券及び回挺主車券の料金の基準

定期駐車券

(3)利用邪卜金の取扱い

利用邪卜金は、施撫1」用の許可の際に収受司、るものとし、利用日の属する年度の収入とする。令和2

年4月1日から令和7年3月31日利用分までの利用料金(定期駐車券及び回数駐車券料金含む)

が、指定管理者の収入となる。なお、令和7年4月以降の定期駐車券及び回拡主車券に係る利用者

のネ断1」については、次期指定管理者に引き継ぐものとする。

また、利用料金収入が指定管理者の提案額を上回った場合、上回った部分の50%(10万円未

満の端数は切り捨て)を長崎市に納付するものとする。

(4)施設に浦ける自主事業の経費について

自主事業の実施に係る経費については、すべて指定管理者の負担と.し、自主事業により得た収入に

ついては指定管理者の収入となるが、損失が発生した場合は、すべて指定管理者の負担となる。

なお、自主事業により利益が生じた場合、公の施設を使用しての利益であることから、利用者への

還元など利益の取扱いについても,発て提案すること。詳細にっいては、協定書において定めること

とオ、る。

(5)委託半斗の精算等

,奎繕ドトを除き委言制の精算は行わないものとする。ただし、指定期間内に次の状況となった場合は、

利用料金収入及び委託料について協議を行うこととする。

ア指定管理業務をi助U及び廃止した場合

イ鴨嚇氏責任の分担」に基づく協議が必要となった揚合

(6)修掛斗の精算

指定管理者は、,多繕}糾に係る委託半斗について、支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、長崎市

が指定する日までに長崎市に提出するものとする。なお、精算した結果、残金を生じたときは、長崎

市が指定する日までに長崎市に残金を返還しなけれぱならない。

(フ)その他

指定管理業務開始前の準備等に係る経費は、指定管理者の負担とする。

11 運営経費等について

(1)運営経費の彰哘

測テについては次のとおりとする。

①人イ牛費

職員の給与等は、指定管理者からの予算提案に基づき、執行するものとする。

・ 13 ・

区分

回数駐車券(Ⅱ枚綴り)

最初の一時間

1時間を超えるとき

区分

.

入出庫1回ごとの金額

24時間につき 200円

金客頁

100円

200円

月額 3,140円

2,000円



②管理費

(ア)消耗品等の費用については、指定管理者の予算提案客貝で執行するものとする。

(イ)光熱冰費(電長隅)については、指定管理者の予算提案額で執行するものとする。

(ウ)清掃費、警備費、設備保全費(二輪車専用昇剛幾、二輪車等駐車場管制システム等)につい

ては、指定管理者の予算提案額で執〒テするものとする。

③イ多繕費

(ア)指定予算額以内で彰哘するものとする。なお、年度末の熟難&告を受け、精算するものとする。

(イ)イ彦繕の執行 G妻者選定、見殖徴取、契約等を含む。)は長崎市契約規夙『(昭和39年規則第26

号)に準じて行うこと。

(ウ)イ!笥善の内容が分かる簡単な位置図や着工前、施工状況、完成等の写真を保管し、イ断善の精算を

行う際に淵寸して提出すること。

(2)事業報告

会ヨ+年度終了後、15日以内に事業の報告を行うこと。

(3)経理規定

指定管理者は、経瑞見定を策定し、経理事務を行うこと。

(4)立入検査について

長崎市は、必要に応じて甥努管理、施設、物品、各樹長簿等の見也キ金査を行うこととする。

12 指定管理者のR剖賞責任と保険の加入

a)指定管理者の則賞責任

指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し長崎市又は第三者に損害を与えた

ときは、民法第709条の規定により、その損害を賠償しなければならない。また、国家1音償法第1条

又は第2条の規定により長崎市が第三老に当該損害を矧賞したときは、長崎市から求償権を行使される

ことがある。

(2)保険の加入

長崎市は r全国市長会市民泌X合1割賞補償保険」に加入しているが、保険の刻象は唄割賞責イ矧呆険(身

体1割賞,財物1割賞等)」のみであり、「補償保険(見解金等)」及ぴ、指定管理者が自らの責任と費用

において戴缶する自主事業や、医療行為などの保険の対象とならない業務に起因する事故等によるもの

にっいては剣象にならない。指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて

保険に加入すること。

<指定管理者が刻象となる1剖賞責イ壬イ呆険の内容>

施拠音償責イ到呆険契約類型

てん補『艮度額

13 備品の取扱い

(1)施設d消品は市が購入するが、指定管理者は、自らの判断により施設運営のための備品を購入するこ

とができる。ま飼寺管理も含めたこの場合の費用は指定管理者の負担となり、購入した備品は、指定管理

者の所有に帰属するものとする。

身体a割賞

財物賠償

1名につき

1事故につき

1事故につき

D型

1億円

10億円

2千万円
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(2)指定管理者は、長崎市の所有する備品等については、「長崎市会創規旦リ」に定める備品台帳等を備え

てその保管に係る備品等を整理し、購入及び廃棄*等については、長崎市と協議するととも1こ移動にっい

て定期的に長崎市へ報告しなけれぱならない。

(3)指定管理者は、長崎市が貸与する備品等において、故意又1訂固失により破損又は滅失した場合は、自

己の費用により購入又は調達しなければならない。

(4)備品等の詳細の取り扱いについては、別途協定書において定めることとする。

14 モニタリンク^法

(1)事業報告書の提出

指定管理者は前各項に基づき、実施した事業に関する報告書(事業報告書)を作成し、月ごと、年度ビ

とに長崎市に提出することとする。

(2)施設手リ用者のアンケートの実施

指定管理者は、サービスの向上昊啄1」用者の増加が図られるなどの効果があった力晴柾にヨ平価し検証する

観点から、アンケート等により、施設禾リ用者の意見、苦博等を1恵取U その結果及ひ業務改善への反映状

況について、長崎市に報告するものとする。

(3)担当職員による現地調査

担当職員が、直按旛設に行き、管理運営の状況を調査することとする。
、

(4)指定管理者による自己評価

指定管理者は、業務についての日報や月報等を作成することにより事黙+画との整合が取れてぃるか等

の自己i平1西を行い、事業ヨ十画との郵まがある場合は、早期に原因究明を行い、刻策を講じることする。

(5)そOX也

長崎市は、指定管理者の管理運営状況を1倒是"す'るため、必要に応じた監見・チ識尊を行うものとする。

15 指定管理者に対する監督・監査

(1)長崎市は、指定管理者が省理する築町二輪車等駐箪場の適正な運営を期するため、指定管理者に対し

て、当該業務内容又1士経理の状況に関し報告を求め、実地にっいて調査し、又ほ老要な指示をすること

ができる。

(2)長崎市は、指定管理者が長崎市のキ罰ミに従わないとき及び、その他当該指定名理者による施設管理を

羽翫することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の讐"又

は一部の停止を命ずることができる。

(3)長崎市は、必要と認めるときは、指定管理者が行う築町二輪車等駐車場の理運営業務に関する出納関

連の事務について監査を行うことができる。

16 指定の取消し及ぴ違約金

(1)指定取消し等の弼牛

長崎市は、指定管理者が次のい,ヲしかに該当すると認められるときは、その指定を取消し、又は期間

を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

なお、指定の取消し等に伴い指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、長崎市はそのR音償の

責めを負わない。

また、指定を取消した場合において、長崎市に損害、損失又1*増加費用があるときは、指定管理者は

長崎市に対し、その損害等をa音賞す、ることとする。

ア指定管理者自らの責めに帰すべき事由により、指定を受けた後、業務の舌朽旦や協定書の解除の申
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し出により本業務を履行しない又は履行の見込みがないと認められるとき。

イ協定又は関係法令等の条項に違反したとき。

ウ施設の管理に重大な支障が生じる又は生じるおそれがあるとき。

工著しくネ絵的信用を失ったとき。 、

オその他、市長が必要と認めるとき。

(2)業務不履行Π寺等の違約金

指定の取消し等で業務不履行となった場合は、連釣金として、指定管理者が長崎市に提出した本苑、設

の管理に関する業務の収支予算書における指定期間に係る委詑糾の額から、長崎市力饗める正当な履行

部分に相当する額を除いた額の100分の10に相当する額を長崎市に〒州dすること。

17 その他の事項

(1)業務の劃続が困難になった場合の措置

指定管理者は、業務のネ佳続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに長崎市に

報告するものとし、その場合の措置については、炊のとおりとする。

ア指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の11翫が困難となった場合又はその松それが生じ

た場合には、長崎市は指定管理者に対して改善等の1旨示を行い、期間を定めて改善策の提出及び実

施を求めることができるものとする。また、指定管理者がその期聞内に改善するととができなかっ

た場合には、長崎市は指定管理者の指定を取消し又は業務の全音惜しくは→.5の停止を命じること

ができるものとする。

なお、指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全音階しくは一部が停止された場合には16

の(D 、(2)と同様に取り扱うこととする。

イ不可抗力等による場合

不可抗力その他指定管理者及て脹崎市の責めに帰することができない事由により業務の継続が

困難となった場合は、指定管理者と長崎市は、業孫佳続の可否等について協議を行い、乳翫が困難

と判断した場合は、長崎市は、指定管理者の指定の取消し又は業務の醤階しくは一部の停止を命

じることができるものとする。

(2)業務の引き継ぎについて

指定期間の終了又は指定の取消しにより次の指定管理者に引き継ぐ場合は、・円滑かつ支障なく引き

継ぎができるよう協力司、ること。

・ 16 ・
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18 業務実施上の}主意郭頁

(1)業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に発伍すること。

①公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行う二ととし、特定の団体等に有手Ⅲこ、ある

いは司啄叫こなる運営をしないこと。

②施設の管理運営に係る各種規定・要綱等がない場合は、長崎市の諸規定に準じて、あるいはその精神

に基づき業務を実施すること。

③指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、長崎市と協議を行うこと。

④消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を定めること。

⑤市民の利便に資するため、二輪車等の入場及び出場の時間の変更が'要であると市長が認めたとき

は、指定管理者は、その変更に伴い必要とされる業務を行うこと。

⑥その他、ι雌書に言己載のない事項については、長崎市と協議を行うこと。
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円責任の分担

指定管理者と長崎市の責イ壬分~担については、「別紙責任の分担」のとおりとする。なお、詳細にっい

ては、関係法令等に基づいて、協定書に規定することとする。

20 協議

このt識書に規定するものの他指定管理者の業務の内容及てド列穿について疑義が生じた場合は、長崎市と

協議し、決定する。

・ 17 ・



清掃業務詳細(築町二輪車等駐車場)

1 清掃業務については、下記実施要領に従い、良心的な業務管理を行うこと。

2 作業人員は、業務を完全に遂行できる人員を配置すること。

3 事務室及び通路等に汚損等があった時は、発見次第処置し、原形に復すること。

4 清掃は、 1日に1回以上とし、業務に支障をあたえないように留意Lて実施すること。

5 掃き並びに拭き清掃を行い、常に塵芥に注意し、汚れが多い場合にはモップにて拭き清掃を実施するこ

と。
、

6 二輪車専用エレベーターや駐車券発券機のボタンは、人の手の脂等による汚れの部分を拭き取ること。

フ二輪車専用エレベーターの扉は、車輪の櫛劇こよる汚損が生じることがあるため、適当な薬品により清

掃し錆びないよう留意すること。

8 紙くず、空きビン及び空き缶等は随時回収し、分別のうえ、所定の廃棄場所に熨嗹すること。

9 窓材薯は適度に水拭き及び空拭きを行い、ほこりやゴミがたまることのないよう留意すること。

10 窓ガラスの清掃は、適宜行うこと。

Ⅱ身kますは、ゴミ、土砂づまりの点検を行い、必要に応じて清掃すること。

12 清掃イ乍業中に建物や附属設備の破損箇所を発見した時は、直ちに日誌又は口頭をもって常駐の職員に報

告すること。

13 業務日誌を提出すること。

18 ・

{築町二輪車等駐車場清掃実施要領】

二輪車等駐彰易

二輪市専用エレベーター

場所

雫

コンクリート舗装

釧板

材質 数量

505.6 m

1基

床

ν日

Ve Ve

壁

適宜

Ve

扉
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1 業務刻急

長崎市築町二輪車等駐彰易における警備

2 業務内容

刈象旛成の火災、事故及び盗難等の防止に努め、施設物牛の保全を図る。

3 要求水準

(1)割甫時問は、築町二輪車等駐車場の営業時間内(フ:00~23:0のにおいては定期巡回 a

時間に1回)及び遠隔カメラ装置での監視とする。なお、築町二輪車等駐車場の営業時間外において

は、メルカつきまち全体の警備保安刻策に含め、非常時に対処する体制を構築することとする。

(2)対象屈片設に異常が発生したことを認識したときは、即刻当該旛設に急行し、異常事態の確認、をする

とともに、事態の拡大防止に努めるものとする。その際、必要に応じて闘系機関(長崎市及U皓定管

理者の緊急遍各者を含む。)に通報及び連絡しなければならない。

(3)刻象施設に事故等が発生したときは、速やかに当1亥事故等にっいての報告書を長崎市に提出しなけ

れぱならない。

(4)対象施'設に設置された遠隔カメラ装置等が、毎日正常にイ乍動しているかの保守点検を行うものとす

る。

(5)指定管理者の最終退場者は、防火、防犯その他の事故防止上広要な処置を行うものとする。

(田警備実施計画書を作成し、長崎市へ提出しなけれぱならない。また、警備業務の報告書を1部作成

し、長崎市へ提出しなけれぱならない。

(フ)緊急、出動邪卜金:は、委託料に含むものとする。

(8)この仕様書に疑義が生じたときは、両者協議のうぇ決定する。

警備業務詳細(築町二輪車等駐車場)

J

19 ・



1 業務対象

インバーター制御方式エレベーター a基)

ネ責載2,700鼬、速度60m/分

業務内容

昇剛幾が常に安全で最良の遜五状態を保つよう保守管理を行うものとす互

二輪車専用昇降機保守点検業務詳細(築町二輪車等駐車場)

2

3 要求水準

(1)定期点検(毎月1回

定期的に技術員を新誼して、昇降機装置釘窒を点検し、必要に応じ清掃、給油及び簡単な調整

を行い、性能を最高にネ倒寺するよう適切な処置を行うものとする。

(2)細密調査

定期的に監督技休渚を,鼬して機械装置の細部を調査し、予3方保郵り措置をとる ものとする。

(3)消耗部品

点検、品質検査、故障の処置に必要な部品のうち、消耗部品(通常の使用による磨耗、劣化により補

完、交換を頻繁に行う小部品、油脂類等)をイ蠏合するものとする。また、剛」i三以外の1!多理部品にういて

も衡合するものと司、る。

(4)品質検査

定期的に昇降機の総合的な機能を磁忍する検査を行うこと。

(5)故園寺の対応

故F都寺の緊急事態に備え適切な処置が行えるよう、 24時間専門捷休渚を待機させること。

(6)法令に基づく検査の立会

建築基準法第12条又は労働安全衛生法第41条による定期検査、性能検査の立会を行う。

(フン情報捌典

安全確保、関係諸榔見改正等の情報を捌共すること。

(8)竹業中の遜引木止

点検イ乍業中は昇剛幾の運転をーヨ寺休止するととができる。なお、イ乍業中1誹1」用者の安全確保に酉誠す

ること。

(9)その他

点検後1舗東やかに報告書を提出するものとする。

ノ

,

卑

・ 20 ・
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駐車機器及び駐車場管制システム保守点検業務詳細(築町二輪車等駐車場)

業務刻象

駐車機器類"(下表瑪主車機器類参考数量」参照)

業務内容

機器及び関連装置が正常な機能を発揮し、稼働するように保守管理を行うものとする。

要求水準

(1)保守の内容

①清掃、注油及び一般剥整

②異常有無の点検

③必要な部品の性能市瞰

④摩耗部品の修復、部品交換及ひ司理

⑤障害の修復

(2)保守力法

①定期保守

定期巡回方式による保守は2か月に1回実施するものとする。

②緊急保守

敵障が発生した場合は、速やかに技術員を勃誼し、故障箇所の修復にあた

とする。

(3)その他

業務完了後の報告書提出

1

2

3

・ 21 ・

<駐刺幾器^>

ゲートシステム

料金精算機

磁気力ード毓取機

満空表示看板

ロロ

駐車券発券機

名

駐車券読取機

数量

1基

1台

1台

1基

1台

るもの

1台



別紙責任の分担

制度・法令剛系

税制度の変更

物価変動

運営費の』彭張

力缶設管理・運営に影響を及ぽず法令等の変更

指定管理者自身に影響を及ぽず法令等の変更

力桓設管理・運営に影饗を及ぽ司税制変更

利用者の変動

項目

一般的な税制変更

物価変動に伴う経費の増

利用半"金の未収

人イ牛費等の運営費の膨張

自主事業りスク

長崎市の事情による利用者の減

施誇設備等の損傷

当初の事業三十画の利用者見込みとの相違

利用制金の未収による収入減

損害a割賞

自主事業の実施に伴し溌生するりスク

管理上の玻癌による施設・設備・備品の損傷

長崎市

経年劣化等の管理上の理庇によらない広設・設備・

備品の損傷

0

管理上の暇癌による施設・設備・備品の不備による

事故や火災等に伴う利用者への損害

運営りスク

指定管理者

0

管理上の瑞疫によらない施設・設備・備品の不備に

よる事故や火災等に伴う利用者への損害

管理上の玻庇(指定管理者の責)による力包設・設備・

備品の不備による事故や火災等に伴う臨"割村昜等の

運営りスク

0

0豆時間の目傑桝

使用による手1Ⅱ司者

演ネ対象としな

い)

不可抗力

0

,

指定期間開始前の準備及て喋務引き継ぎにかかる費用負担

0

管理上の毅癌によらない優崎市の責による)施設・

設備・備品の不備による事故や火災等に伴う臨H寺レk

場等の運営りスク

運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応)

※0

維持管理(清掃、施設保守点検、設備等法定点検、,断善、安全衛生管瑠

※0

管理事務所、倉庫等の物品管理

自然災害等による施設・設備・備品の損傷、利用者

への損害、臨時休し易等に伴う運営りスク

利用*"金の設定

入出庫取扱時間の設定

減免の設定

0

0

利用邪、金の収受、減免受付・承認

協議事項

0

力包設の目的列イ吏用許可及び目的州吏用料の徴収

0

施設の法的管理

協議事項

0

0

債任の範囲につ

いて1士協議する)

0

協議亭項

0

・ 22 ・

0

0

0

市長の承認が必要

0

0

市長の承認が必要

0

市長の承認が必要

0

、

0

0
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力色設の矧肯・改修

災害時対応(待機重絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)にお

ける指示等

災害時対応(待機車絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)

災害復旧(本1各復旧)

火災保険叺災及び災害)

力桓設a音償責イ壬イ呆険

※指定管理者の1凶硫に重大な影響を及ぽすものについては、その都度協議することとします。

<本責任の分担のほ力漫董義があるものについては、その都度協議するとととします。>

0

0

0

0

0

0

0

市力功叺する俣険

と重複しない章囲

で遭要な価靴ι助ヨ

入ずる

・ 23 ・
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